
最低賃金（産業）名�
福 島 県 最 低 賃 金 �

非 鉄 金 属 製 造 業 �
電気機械器具製造業�
情報通信機械器具製造業�
電子部品・デバイス製造業�
輸送用機械器具製造業�
精密機械器具製造業�
自 動 車 小 売 業 �

最低賃金額（１時間）�
６１４円�
７２０円�
�

６８０円�
�

７１４円�
７０８円�
７０７円�

効力発生年月日�
１７．１０．１�
�
�
�

１７．１２．１�

（下記５産業を除く全産業）�

総　務　課�

　　　　５７－４６２１�

住民税務課�

　　　　５７－４６２２�

　　　　５７－４６２４�

健康福祉課�

　　　　５７－４６２３�

保健センター�

　　　　３７－１０２４�

会　計　室�

　　　　５７－４６２５�

地域整備課�

　　　　５７－４６２６�

　　　　５７－４６３１�

企画産業課�

　　　　５７－４６２７�

　　　　５７－４６２９�

農業委員会�

　　　　５７－４６２８�

議会事務局�

　　　　５７－４６３０�

教育委員会�

　　　　５７－４６３３�

公　民　館�

（文化体育館）�

　　　　５７－４６３２�

須 釜 支 所�

　　　　５７－２０６１�

最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た�

　
福
島
県
内
の
事
業
場
で
使
用
さ

れ
る
全
て
の
労
働
者
（
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
）
に
適
用

さ
れ
る
最
低
賃
金
が
、
次
の
と
お

り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。�

���������������

▼
問
い
合
わ
せ�

　
福
島
労
働
局
賃
金
室�

　
　
０
２
４
―
５
３
６
―
４
６
０
４�

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
募
集�

　
林
野
庁
関
東
森
林
管
理
局
で
は
、

国
有
林
の
役
割
や
現
状
を
理
解
し

て
い
た
だ
き
、
国
有
林
の
管
理
・

運
営
に
皆
様
の
声
を
役
立
て
て
い

く
取
組
の
一
環
と
し
て
、
国
有
林

モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。�

▼
活
動
内
容�

◇
国
有
林
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
へ
の
回
答
◇
国
有
林
の
管
理

経
営
に
関
す
る
ご
意
見
や
ご
提

言
な
ど
の
報
告
◇
国
有
林
モ
ニ

タ
ー
会
議
へ
の
出
席�

▼
応
募
方
法�

郵
便
ハ
ガ
キ
ま
た
は
封
書
に
、

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
職

業
、
住
所
、
電
話
番
号
、
国
有

林
モ
ニ
タ
ー
を
知
っ
た
き
っ
か

け
、
応
募
の
理
由
を
記
入
の
う

え
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。�

▼
募
集
期
限�

　
平
成
18
年
１
月
31
日
ま
で�

▼
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ�

　
関
東
森
林
管
理
局�

　
　
０
２
７
―
２
１
０
―
１
１
５
０�

�

電
話
帳
を
配
達
・
回
収
し
ま
す�

　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
福
島
支
店
で
は
、

12
月
中
に
順
次
新
し
い
電
話
帳
（
平

成
18
年
１
月
発
行
）
を
各
家
庭
、

事
業
所
に
お
届
け
し
ま
す
。
そ
の

際
に
現
在
お
使
い
の
電
話
帳
は
、

新
し
い
電
話
帳
と
お
取
替
え
し
ま

す
の
で
、
配
達
員
へ
お
渡
し
く
だ

さ
い
。�

　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
で
は
、
地
球
環
境
保
護

と
し
て
、
回
収
し
た
古
電
話
帳
か

ら
新
し
い
電
話
帳
を
作
る
「
電
話

帳
循
環
型
リ
サ
イ
ク
ル
」
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。�

　
な
お
、
配
達
員
に
古
い
電
話
帳

を
渡
せ
な
か
っ
た
場
合
、
後
日
改

め
て
回
収
に
伺
い
ま
す
の
で
、
タ

ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
お
届
け
す
る
電
話

帳
の
変
更
や
配
達
冊
数
の
変
更
に

つ
き
ま
し
て
も
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

▼
問
い
合
わ
せ�

　
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
ー�

　
　
０
１
２
０
―
５
０
６
―
３
０
９�

国
民
年
金
基
金
制
度
の
ご
案
内�

�

　
国
民
年
金
基
金
は
、
「
国
民
年

金
の
加
入
者
に
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

同
様
の
年
金
を
」
と
い
う
要
望
に

よ
り
、
国
民
年
金
法
で
定
め
ら
れ

た
国
民
年
金
の
上
積
み
年
金
制
度

で
す
。�

▼
国
民
年
金
基
金
の
特
徴�

◇
１
口
加
入
す
る
だ
け
で
（
35

歳
ま
で
に
加
入
の
場
合
）
65
歳

か
ら
１
ケ
月
３
万
円
の
年
金
が

一
生
涯
受
け
取
れ
ま
す
◇
掛
金

は
将
来
も
変
わ
る
こ
と
な
く
一

定
で
す
◇
掛
金
は
全
額
社
会
保

険
料
控
除
で
税
金
が
有
利
で
す

◇
支
払
っ
た
掛
金
は
確
実
に
年

金
に
な
り
一
生
涯
受
け
取
れ
ま

す�

▼
問
い
合
わ
せ�

　
福
島
県
国
民
年
金
基
金�

　
　
０
１
２
０
―
６
５
―
４
１
９
２�

放
送
大
学
学
生
募
集�

�　
放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ

で
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で

す
。
現
在
、
平
成
18
年
４
月
入
学

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い

資
料
を
無
料
で
送
付
い
た
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。�

▼
募
集
学
生
の
種
類�

《
教
養
学
部
》�

◇
科
目
履
修
生�

（
６
ヶ
月
在
学
し
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）�

◇
選
科
履
修
生�

（
１
年
間
在
学
し
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）�

◇
全
科
履
修
生�

（
４
年
以
上
在
学
し
学
士
の
学
位
の
習
得
を
目
指
す
）�

《
大
学
院
》�

◇
修
士
科
目
生�

（
６
ヶ
月
在
学
し
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）�

◇
修
士
選
科
生�

（
１
年
間
在
学
し
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）�

▼
受
付
期
間�

　
平
成
18
年
２
月
28
日
ま
で�

▼
資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ�

　
放
送
大
学
福
島
学
習
セ
ン
タ
ー�

　
　
０
２
４
―
９
２
１
―
７
４
７
１�

自
衛
隊
生
徒
募
集�

�

　
防
衛
庁
自
衛
隊
で
は
次
に
よ
り

自
衛
隊
生
徒
を
募
集
し
ま
す
。�

▼
募
集
人
員�

　
◇
陸
上
２
５
０
名
◇
海
上
60
名�

　
◇
航
空
50
名�

▼
受
付
期
間�

　
平
成
18
年
１
月
10
日
ま
で�

▼
問
い
合
わ
せ�

　
自
衛
隊
福
島
地
方
連
絡
部�

　
白
河
募
集
事
務
所�

　
　
０
２
４
８
―
２
４
―
０
３
７
２�

森
林
の
伐
採
に
は
届
け
出
を�

�

　
森
林
を
伐
採
す
る
と
き
は
事
前

に
届
け
出
を
す
る
こ
と
が
法
律
で

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。�

▼
届
け
出
が
必
要
な
森
林�

保
安
林
と
保
安
地
区
を
除
く
民

有
林
で
、
自
分
の
所
有
す
る
森

林
で
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。�

▼
届
け
出
者�

森
林
所
有
者
が
自
分
で
伐
採
す

る
と
き
は
森
林
所
有
者
、
伐
採

業
者
な
ど
が
森
林
所
有
者
か
ら

立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採
す
る

と
き
は
、
買
い
受
け
た
人
。�

▼
届
け
出
の
時
期�

伐
採
を
始
め
る
90
日
か
ら
30
日

前
ま
で
に
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。�

▼
そ
の
他
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。�

▼
問
い
合
わ
せ�

　
企
画
産
業
課�

�

～　うつくしま　無事故の主役　あなたです　～�

運動実施期間� 平成17年12月10日から平成18年１月７日�

飲酒運転は絶対しない！�
　たとえば、酒を飲んで２～３時間たった後「もう醒

めた」として運転する人がいますが、日本酒２～３合

を飲んだ後で血液中のアルコール濃度が最も高くなる

のは２時間ぐらい、またアルコール濃度が平常に戻る

には７時間ほどかかるという調査データもあります。�

　飲酒後はどんなに水やお茶などの水分を摂っても、

相当の時間が過ぎない限り、なかなかアルコールは体

内で分解されません。�

　前日の晩に深酒をすると、翌朝までアルコールが残

っている、というケースがよくあります。この状態で

の運転も飲酒運転です。くれぐれも注意してください。�

こんなに厳しい飲酒運転の罰則�
◎酔った状態で車を運転した場合�
　→３年以下の懲役または50万円以下の罰金　　�
　　違反点25点�
◎酒気帯び運転の場合�
　→１年以下の懲役または30万円以下の罰金�
　　違反点13点または６点�
◎悪質な飲酒運転により人を死傷させた場合�
　○死亡させた場合→最長20年の懲役�
　○負傷させた場合→15年以下の懲役�
◎その他�
　飲酒運転をそそのかしたり、飲酒運転をすることを
知りながら飲酒をすすめた場合、教唆罪・ほう助犯と
して処罰される場合があります。�


